
「特定非営利活動法人の手引（令和５年３月）」 正誤表

令和５年４月 21日

下記のとおり、誤記がありましたので訂正いたします。

正誤箇所 正 誤

18 ページ

第 35条第３項
３ 理事が理事会の目的である事項 ３ 理事が総会の目的である事項


